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（
1
）

　
歴
史
物
語
は
、
歴
史
的
に
は
「
世
継
（
の
物
語
）
」
に
一
括
さ
れ
、
「
『
世
継
物
語
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
よ
ぶ
近
代
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
」
と
言
わ
れ
る
。
「
世
継
」
と
は
、
天
皇
家
の
系
図

に
通
じ
、
皇
位
継
承
過
程
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
即
応
し
て
「
歴
史
物

語
」
は
、
例
外
な
く
、
歴
史
叙
述
の
対
象
に
選
択
し
た
各
時
代
（
期
間
）
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

皇
位
継
承
過
程
（
世
継
）
を
機
軸
に
形
成
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ら
の
作
晶

に
お
い
て
、
天
皇
の
立
坊
⑧
即
位
の
事
情
や
治
世
の
様
相
に
か
な
り
の
紙
幅
が
与
え

ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
皇
位
継
承
の
可
能
性
の
あ
る
皇
族
の
動
静
や
、
皇
胤
の

誕
生
に
直
結
す
る
後
宮
の
描
写
も
詳
し
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
作
晶
群
統

括
の
第
一
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
。

　
歴
史
物
語
各
作
晶
は
、
ま
た
、
舞
台
を
宮
廷
社
会
に
限
定
す
る
と
い
う
共
通
性
も

有
す
る
た
め
、
そ
の
主
要
な
構
成
員
で
あ
る
貴
族
階
層
の
諸
相
に
も
大
き
な
関
心
が

払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
歴
史
物
語
の
政
治
的
世
界
は
、
天
皇
家
と
権
臣
と
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
稿
で
検
討
す
る
の
は
、
そ
の
宮
廷
貴
族
の
頂
点

に
位
置
す
る
「
大
臣
」
で
あ
る
。
通
常
歴
史
物
語
に
分
類
さ
れ
る
作
晶
に
は
、
神
代

を
扱
う
『
秋
津
島
物
語
』
を
除
い
て
、
太
政
噛
左
⑧
右
⑧
内
の
各
大
臣
が
数
多
く
登

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
お
み

場
す
る
。
大
臣
制
の
前
段
階
と
し
て
の
大
臣
や
内
臣
な
ど
が
脚
光
を
浴
び
る
場
合
も

あ
る
。
こ
れ
ら
を
も
含
む
広
義
の
「
大
臣
」
に
注
目
す
る
と
、
歴
史
物
語
に
お
け
る

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
）
第
三
十
巻
　
二
一
頁
五
二
五
頁

宮
廷
社
会
の
政
治
構
造
が
あ
る
程
度
照
射
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
な
お
、
こ
の
考
察
は
、
歴
史
物
語
と
物
語
文
学
に
お
け
る
貴
族
社
会
の
対
比
研
究

の
一
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

『
水
鏡
』
の

「
大
臣
」

　
『
水
鏡
』
に
は
、
持
続
す
る
こ
と
に
価
直
を
認
め
る
思
想
が
伏
流
す
る
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
投
影
と
し
て
、
宮
廷
社
会
の
行
事
⑧
慣
習
⑧
制
度
な
ど
の
起
源
が
随
所
に

　
　
　
　
　
　
（
4
）

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
大
臣
」
の
地
位
が
宮
廷
貴
族
の
制
度
上
の
頂
点
を
占
め
る
か

ら
に
は
、
そ
の
起
源
に
強
い
関
心
が
示
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
　
武
内
、
こ
の
（
成
務
天
皇
の
）
御
時
三
年
と
申
し
し
に
ぞ
、
大
臣
に
な
り
給
へ

　
　
り
し
。
大
臣
と
申
す
こ
と
は
こ
れ
よ
り
始
ま
れ
り
。
も
と
は
棟
梁
の
臣
と
申
し

　
　
き
。
こ
れ
も
た
ゴ
大
臣
お
な
じ
こ
と
な
り
。
官
の
名
を
変
へ
給
へ
り
し
ば
か
り

　
　
　
（
5
）

　
　
な
り
。
（
「
成
務
」
三
六
頁
）

　
『
水
鏡
』
成
立
時
の
律
令
的
大
臣
と
同
一
で
は
な
い
が
、
こ
の
武
内
宿
禰
の
呼
称

　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
「
大
臣
」
の
始
原
と
認
定
さ
れ
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
問
違
い
な
い
。
藤
原
鎌

足
の
任
内
大
臣
に
っ
い
て
も
、
「
こ
の
御
時
に
初
め
て
内
大
臣
と
い
ふ
官
は
出
で
来

平
成
八
年
十
二
月
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歴
史
物
語
の
「
大
臣
」
（
上
）
（
福
田
）

し
な
り
。
」
（
「
天
智
」
一
〇
六
頁
）
と
同
様
の
発
想
で
内
大
臣
の
初
例
と
い
う
点
が

意
識
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
水
鏡
』
に
「
大
臣
」
の
用
例
が
異
様
に
多
い
点
（
約

百
例
）
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、
大
臣
位
が
作
晶
世
界
に
占
め
る
度
合
い
は
決
し
て
少

な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
『
水
鏡
』
に
は
、
武
内
⑧
鎌
足
の
ほ
か
に
、
大
臣
蘇
我
稲
目
⑧
大
臣
蘇
我
馬
子
⑧

大
臣
蘇
我
蝦
夷
⑧
太
政
大
臣
大
友
皇
子
⑧
大
臣
蘇
我
山
田
石
川
麻
呂
⑧
右
大
臣
藤
原

不
比
等
⑧
右
大
臣
藤
原
豊
成
⑧
大
保
（
右
大
臣
）
藤
原
仲
麻
呂
⑧
太
政
大
臣
禅
師
遣

鏡
⑧
内
大
臣
藤
原
良
継
な
ど
が
大
臣
の
名
を
冠
し
て
登
場
す
る
。
他
に
、
大
連
物
部

尾
輿
の
名
が
見
え
（
「
欽
明
」
六
九
頁
）
、
大
連
物
部
守
屋
が
「
大
臣
」
と
誤
認
さ
れ

て
い
る
（
「
敏
達
」
七
九
頁
）
。
吉
備
真
備
も
「
吉
備
の
大
臣
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る

（
「
聖
武
」
二
ニ
ハ
頁
）
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
武
内
や
鎌
足
の
よ
う
に
任
官
記
録
が
日

付
を
伴
っ
て
特
記
さ
れ
る
の
は
大
友
皇
子
と
不
比
等
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
『
水
鏡
』

が
対
象
と
す
る
神
武
朝
か
ら
仁
明
朝
ま
で
の
期
間
に
十
五
名
の
大
臣
㊧
大
連
し
か
確

認
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
『
公
卿
補
任
』
な
ど
か
ら
知
ら
れ
る
五
十
五
名
に
比
し

て
い
か
に
も
少
な
い
。

　
こ
の
点
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
た
め
に
『
扶
桑
略
記
』
の
大
臣
記
録
に
注
目
し
て

み
る
。
『
水
鏡
」
の
叙
述
は
『
扶
桑
略
記
』
の
み
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
水
鏡
』
は
『
扶
桑
略
記
』
を
通
じ
て
し
か
大
臣
の
存
在
を

認
識
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
そ
う
す
る
と
両
書
の
対
比
に
よ
っ
て
『
水
鏡
』

の
大
臣
把
握
の
態
度
が
か
な
り
正
確
に
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
存

『
扶
桑
略
記
』
は
完
本
で
は
な
い
た
め
、
十
五
代
神
功
皇
后
か
ら
四
十
六
代
聖
武
天

皇
の
天
平
八
年
ま
で
の
期
間
に
限
っ
て
し
か
『
水
鏡
』
と
の
対
照
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。

　
以
下
に
両
書
の
対
照
を
表
示
す
る
。
『
扶
桑
略
記
』
に
欠
け
る
期
間
に
つ
い
て
は
、

初
代
神
武
帝
か
ら
十
四
代
仲
哀
帝
ま
で
と
聖
武
帝
天
平
九
年
か
ら
五
十
二
代
平
城
朝

ま
で
は
抄
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
が
、
天
平
九
年
以
降
に
関
し
て
は
す
べ
て
の
大
臣
名

が
省
略
さ
れ
て
い
て
対
照
は
意
味
を
な
さ
な
か
っ
た
。

用
明

敏
達

欽
明

出
旦
化

継武体烈 雄安履仁仲成略康中徳哀務 治
世

○
乙
㊥
7
‘
o

　　　　　　　　　即431！3元　元2333元位　　　　　　　　　↓南　④　④　④　　両　9　6　④　④則33　　1739㊥　　　㊥　　　④　　　田　　　固　　　㊥　　　④　　　6　　　6　　　6
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年
④
月
回
日

同 同

大蘇物大大物大蘇大物大許大大平葛葛大大武連我部臣連部連我臣部連勢臣伴群城城臣伴内物馬守蘇物尾物稲許麓大男平室真円円武武任部子屋我部輿部目勢鹿伴人群屋鳥大任内時大守任任稲尾任麓任男火金任真任任臣大没任臣屋大大目輿大鹿大人任村大鳥大大没臣　大没臣連没没連火臣没大没臣没連臣　　　連　　　　　没　　連

『
扶
桑
略
記
」
記
事

○ ○ ○ ○ ○
有水無鏡

守
屋
（
大
臣
）
没

同
「
大
臣
L
没
○
日
な
し

同 同
文
○
月
の
表
記
な
し

『
水
鏡
』
の
状
況
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天斉
智明

孝皇　推
徳極　古

10　　8

1　　！03

51613

　　白
　　錐
元42
117　　4

大
化

5

3

元4

66
同同14

　34

　5

同20

天
武

持
統

　　兀

7　7　10

27　23

4
　
　
　
7

5
大
臣
蘇
我
馬
子
没

蘇
我
蝦
夷
任
大
臣

大
臣
蘇
我
蝦
夷
没

安
倍
倉
橋
麿
任
左
大
臣

蘇
我
山
田
石
川
麿
任
右
大
臣

中
臣
鎌
子
為
内
臣

右
大
臣
蘇
我
山
田
石
川
麿
没

左
大
臣
安
倍
倉
橋
麿
没

巨
勢
徳
太
古
任
左
大
臣

大
伴
長
徳
任
右
大
臣

右
大
臣
大
伴
長
徳
没

左
大
臣
巨
勢
徳
太
古
没

蘇
我
武
羅
自
任
右
大
臣

右
大
臣
蘇
我
武
羅
自
没

内
臣
鎌
足
任
内
大
臣

内
大
臣
藤
原
鎌
足
没

大
友
皇
子
為
夫
政
大
臣

右
大
臣
蘇
我
赤
兄
任
左
大
臣

中
臣
金
任
右
大
臣

大
友
太
政
大
臣
為
皇
太
子

太
政
大
臣
大
友
皇
子
自
害

右
大
臣
中
臣
金
被
謙

左
大
臣
蘇
我
赤
兄
配
流

高
市
皇
子
為
太
政
大
臣

○○○○
同同同
　　文

O○○○
同同

文
。
月
日
な
し

天
智
7
年
と
す
る

同同
「
右
大
臣
」
被
殺

「
左
大
臣
」
配
流

聖
武

元
正

元
明

文
武
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○ O
同 同

　
な
お
、
表
中
の
「
O
」
は
、
『
扶
桑
略
記
』
と
同
一
内
容
の
記
事
が
『
水
鏡
』
に

あ
る
場
合
に
付
し
た
。
下
欄
に
は
、
両
書
の
記
載
内
容
に
違
い
が
あ
る
場
合
に
『
水

鏡
』
の
状
況
を
略
記
し
、
ほ
ぼ
同
内
容
と
見
な
せ
る
場
合
に
は
「
同
」
と
記
し
た
。

　
こ
の
対
照
表
に
よ
っ
て
も
『
水
鏡
」
の
大
臣
記
事
の
乏
し
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

『
扶
桑
略
記
』
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
や
『
公
卿
補
任
』
な
ど
に
記
さ
れ
る
大
臣
⑧
大

連
⑧
太
政
大
臣
⑧
左
大
臣
⑧
右
大
臣
⑧
内
大
臣
の
任
免
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
る
が
（
執

政
⑧
知
太
政
官
事
は
除
く
）
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
『
水
鏡
』
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

採
択
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
『
水
鏡
』
に
あ
る
大
臣
の
死
没
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
そ
れ
自
体
に
主
眼

が
あ
っ
て
の
も
の
で
は
な
い
。
物
部
尾
輿
⑧
守
屋
は
仏
教
の
布
教
を
阻
害
す
る
仏
敵

歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）
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歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）

と
し
て
滅
び
る
存
在
で
、
そ
の
死
は
仏
法
興
隆
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
に
埋
没
し

て
い
る
と
も
言
え
る
。
蘇
我
蝦
夷
は
乙
巳
の
変
の
犠
牲
者
と
な
り
、
大
友
皇
子
は
壬

申
の
大
乱
の
敗
者
と
し
て
の
死
去
で
あ
る
。
皇
子
と
運
命
を
共
に
し
た
左
右
の
大
臣
、

蘇
我
赤
兄
と
中
臣
金
に
い
た
っ
て
は
実
名
が
省
略
さ
れ
て
「
右
大
臣
殺
さ
れ
、
左
大

臣
流
さ
れ
に
き
」
（
「
天
武
」
一
一
一
頁
）
と
記
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
眉
輪
王
の
変

に
か
か
わ
っ
て
滅
び
た
大
臣
葛
城
円
も
、
同
様
に
「
大
臣
」
と
の
み
記
さ
れ
て
、
個

人
と
し
て
の
扱
い
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
政
変
の
詳
細
な
描
写
の
一
角
に
埋
没
し
、

古
代
の
大
事
件
を
構
成
す
る
一
要
素
と
な
っ
て
、
独
立
性
を
失
っ
て
い
る
と
も
言
え

る
。　

独
立
し
た
記
事
に
よ
っ
て
、
純
粋
に
そ
の
死
去
に
関
心
が
払
わ
れ
る
の
は
わ
ず
か

に
武
内
⑧
鎌
足
⑧
不
比
等
だ
け
と
な
る
が
、
そ
の
う
ち
、
前
述
し
た
任
官
記
事
の
場

合
と
同
様
に
武
内
と
鎌
足
に
は
類
似
し
た
言
辞
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
五
十
五
年
と
申
し
し
に
、
武
内
の
大
臣
亡
せ
給
ひ
に
き
。
二
百
八
十
に
ぞ
な
り

　
　
給
ひ
し
。
六
代
の
帝
の
後
身
を
し
て
、
大
臣
の
位
に
て
二
百
四
十
四
年
ぞ
お
は

　
　
せ
し
。
（
「
仁
徳
」
四
六
頁
）

　
　
（
天
智
帝
は
）
御
弟
の
東
宮
（
大
海
人
皇
子
）
を
、
又
、
大
臣
（
鎌
足
）
の
家

　
　
に
お
は
し
て
の
た
ま
は
せ
よ
と
て
、
「
さ
き
く
＼
の
帝
の
後
身
多
か
り
し
か
ど

　
　
も
、
大
臣
の
心
ざ
し
に
比
ぶ
べ
き
人
さ
ら
に
な
し
。
わ
れ
ひ
と
り
か
く
さ
り
難

　
　
く
思
ふ
の
み
に
あ
ら
ず
。
次
々
の
帝
、
大
臣
の
末
を
恵
み
て
年
ご
ろ
の
恩
を
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
ず
報
ゆ
べ
し
」
と
の
た
ま
は
せ
て
、
（
中
略
）
十
六
日
に
つ
ひ
に
亡
せ
給
ひ
に

　
　
き
。
（
下
略
）
（
「
天
智
」
一
〇
六
∫
一
〇
七
頁
）

　
両
「
大
臣
」
は
、
全
人
生
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
「
帝
の
後
身
」
と
し
て
の
功
績

が
第
一
に
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
武
内
は
『
水
鏡
』
初
登
場
に
際
し
て
も

「
こ
の
後
代
々
の
帝
の
御
後
身
と
し
て
、
世
に
久
し
く
お
は
し
き
」
（
「
景
行
」
三
五

頁
）
と
紹
介
さ
れ
、
鎌
足
も
「
そ
の
御
末
の
今
日
ま
で
も
、
帝
の
御
後
身
は
し
給
ふ

ぞ
か
し
」
（
「
皇
極
」
九
六
頁
）
と
称
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
両
者
は
酷
似
す

る
。
そ
し
て
、
死
没
記
事
を
独
立
さ
せ
る
も
う
一
人
の
大
臣
、
藤
原
不
比
等
は
鎌
足

の
「
末
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
歴
史
物
語
の
一
つ
と
し
て

皇
位
継
承
史
的
構
想
を
基
幹
に
貫
流
さ
せ
る
『
水
鏡
』
に
あ
っ
て
、
「
大
臣
」
は
皇

位
を
輔
弼
し
、
阻
害
し
、
あ
る
い
は
皇
位
継
承
者
の
決
定
を
左
右
す
る
場
合
以
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
存
在
の
意
義
を
保
て
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
大
臣
」
の
典
型
（
完
全
型
）

と
し
て
武
内
⑧
鎌
足
⑧
不
比
等
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
大
臣
任
官
記
事
や
死
没

記
事
が
独
立
し
て
設
け
ら
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

　
「
大
臣
」
の
語
に
関
し
て
は
、
天
皇
の
出
自
が
紹
介
さ
れ
る
中
に
「
御
母
、
大
臣

蘇
我
宿
祢
稲
目
の
女
、
妃
堅
塩
姫
」
（
「
用
明
」
八
二
頁
）
の
よ
う
に
外
祖
父
の
身
分

が
「
大
臣
」
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
蘇
我
稲
目
が
大
臣
を
経
験
し

た
こ
と
は
「
崇
峻
帝
紀
」
「
推
古
帝
紀
」
の
同
様
表
記
「
御
母
、
稲
目
の
大
臣
の
女
、

（
蘇
我
）
小
姉
君
姫
な
り
」
（
八
四
⑧
八
七
頁
）
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
。
大
臣
位
の

任
免
に
つ
い
て
は
無
視
さ
れ
た
蘇
我
稲
目
で
あ
る
が
、
没
後
に
外
祖
父
の
栄
誉
に
浴

し
た
こ
と
は
再
三
に
わ
た
っ
て
留
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
「
大
臣
」
の
一

語
が
決
し
て
省
略
さ
れ
な
い
点
も
看
過
で
き
な
い
。
「
御
母
、
山
田
大
臣
石
川
麻
呂

女
、
越
智
姫
な
り
」
（
「
持
統
」
一
一
四
頁
）
、
「
御
母
、
蘇
我
大
臣
山
田
石
川
麻
呂
の

女
、
嬢
姪
姫
な
り
」
（
「
元
明
」
一
二
〇
頁
）
、
「
御
母
、
内
大
臣
藤
原
良
継
の
女
、
皇

后
乙
牟
漏
な
り
」
（
「
平
城
」
一
六
八
頁
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
「
大
臣
」
石
川
麻
呂
⑧

内
大
臣
良
継
の
事
情
も
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
特
に
、
石
川
麻
呂
が
生
前
に
阿
部

倉
橋
麻
呂
と
と
も
に
左
右
大
臣
の
初
例
と
な
っ
た
こ
と
は
省
筆
さ
れ
て
、
没
後
に
外

戚
に
な
っ
た
こ
と
が
刻
記
さ
れ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
さ
え
あ
る
。
「
母
、
贈
太
政
大

臣
紀
諸
人
の
女
、
贈
皇
后
橡
姫
な
り
」
（
「
光
仁
」
一
四
六
頁
）
は
、
紀
諸
人
が
没
後
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に
外
祖
父
に
な
っ
た
た
め
に
大
臣
位
を
追
贈
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
、
や
は
り
外
戚
ゆ

え
の
大
臣
位
で
あ
る
。

　
先
行
作
晶
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
に
は
宮
廷
貴
族
の
権
勢
の
根
拠
を
天
皇
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
〕

の
血
縁
⑧
姻
戚
関
係
に
二
兀
化
し
て
し
ま
う
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
『
水
鏡
』
に
も

そ
の
よ
う
な
政
治
思
想
⑧
歴
史
思
想
の
潜
在
が
予
想
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
は
「
後
身
」
と
「
外
戚
」
を
単
純
に
同
一
視
す
る
傾
向
も
見

　
　
　
　
（
1
2
）

い
だ
せ
る
が
、
そ
れ
は
『
水
鏡
』
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で

あ
る
と
す
る
と
、
武
内
や
鎌
足
が
「
後
身
」
と
し
て
大
臣
位
を
獲
得
し
た
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
事
例
と
整
合
す
る
。
武
内
大
臣
⑧
蘇
我
馬
子
函
物
部
守
屋
⑧
蘇
我
蝦
夷
⑧

藤
原
鎌
足
⑧
大
友
皇
子
⑧
藤
原
不
比
等
⑧
同
仲
麻
呂
⑧
同
豊
成
⑧
道
鏡
な
ど
が
皇
位

を
後
見
（
な
い
し
は
反
後
見
）
し
、
皇
位
継
承
者
決
定
を
左
右
す
る
行
為
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

『
水
鏡
』
世
界
に
登
場
が
許
さ
れ
る
事
情
は
別
に
述
べ
た
。
『
水
鏡
』
の
「
大
臣
」
は

「
後
身
」
「
外
戚
」
に
与
え
ら
れ
る
称
号
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
『
水
鏡
』
に
「
大
臣
」
の
用
例
が
多
い
の
は
、
右
・
の
よ
う
に
個
人
名
を
伴

わ
な
い
、
無
名
の
大
臣
が
頻
出
す
る
こ
と
に
よ
る
（
約
四
十
六
例
）
。
こ
の
う
ち
、

他
の
部
分
を
参
照
す
る
と
実
名
が
明
ら
か
に
な
る
約
二
十
五
例
を
除
く
と
二
十
一
例

が
純
然
た
る
無
名
の
大
臣
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
す
べ
て
が
例
外
な
く
皇
位
継

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

承
者
決
定
に
か
か
わ
る
こ
と
に
は
す
で
に
論
及
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
大
臣
」
が

天
皇
を
直
接
擁
立
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
み
例
証
し
て
お
く
。

　
『
水
鏡
』
に
は
、
後
継
者
を
定
め
な
い
で
天
皇
が
死
去
し
た
際
に
無
名
の
「
大
臣
」

が
適
任
者
を
推
戴
す
る
こ
と
が
あ
る
。
允
恭
帝
の
即
位
に
あ
た
っ
て
、
「
大
臣
を
始

め
て
、
位
に
は
こ
の
君
こ
そ
立
ち
給
ふ
べ
け
れ
と
て
、
璽
の
箱
を
奉
り
」
「
大
臣
以

下
な
ほ
す
＼
め
奉
り
て
」
と
、
大
臣
を
代
表
と
し
て
衆
望
一
致
し
て
後
継
天
皇
が
擁

立
さ
れ
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
（
五
一
⑧
五
二
頁
）
。
こ
の
場
合
の
前
者
の
「
大
臣
を

歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）

始
め
て
」
は
『
扶
桑
略
記
』
の
「
群
臣
議
日
」
に
ほ
ぼ
相
当
し
、
後
者
は
「
群
臣
再

拝
言
」
に
対
応
し
て
い
る
。
直
後
に
、
固
辞
さ
れ
て
「
大
臣
よ
り
始
め
て
、
世
の
中

の
嘆
き
に
侍
る
め
り
」
と
い
う
箇
所
も
あ
る
が
（
五
二
頁
）
、
こ
れ
は
「
群
卿
大
愁
」

に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
『
扶
桑
略
記
』
の
「
群
臣
」
「
群
卿
」
が
『
水
鏡
』
で
は

「
大
臣
」
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
大
臣
」
は
皇
位
継
承
を
決
す
る
こ

と
の
で
き
る
集
団
の
代
表
者
と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
武
烈
帝
没
後
の
空
位
に
際
し

て
、
「
大
臣
を
は
じ
め
て
一
天
の
人
」
が
あ
る
皇
胤
を
推
す
が
果
た
せ
ず
、
次
に
見

い
だ
し
た
別
の
皇
胤
（
継
本
帝
）
も
固
辞
す
る
の
で
、
「
大
臣
の
迎
へ
奉
る
よ
し
」

も
伝
え
、
「
大
臣
を
は
じ
め
て
あ
な
が
ち
に
勧
め
奉
」
る
こ
と
を
重
ね
て
よ
う
や
く

即
位
に
至
っ
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
（
「
継
体
」
六
六
⑧
六
七
頁
）
。
こ
れ
ら
は
そ
れ

ぞ
れ
『
扶
桑
略
記
』
の
「
大
伴
金
村
大
集
二
群
臣
一
」
「
金
村
等
之
相
迎
由
緒
」
「
金
村

等
（
中
略
）
猶
重
強
請
」
に
対
応
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
大
連
大
伴
金
村
」
な
ど
の

実
名
が
一
貫
し
て
「
大
臣
」
に
転
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
大
臣
」
が
天
皇
を
選

定
す
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
、
淳
仁
廃
帝
と
光
仁
帝
の
即
位
や
桓
武
帝
の
立
坊
の
際

に
も
「
大
臣
以
下
」
が
影
響
力
を
行
使
す
る
場
面
な
ど
が
あ
る
。
同
様
の
例
で
あ
ろ

う
。　

－
こ
の
よ
う
に
『
水
鏡
』
で
は
、
新
帝
の
即
位
に
お
け
る
「
群
臣
」
に
よ
る
推
挙
の

　
　
　
（
1
5
）

プ
ロ
セ
ス
の
す
べ
て
が
「
大
臣
」
の
行
為
に
一
元
化
さ
れ
る
傾
向
が
明
ら
か
に
指
摘

で
き
る
。
こ
の
行
為
こ
そ
が
皇
位
を
「
後
身
」
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
大
連
に
は
無
関
心
で
、
あ
く
ま
で
「
大
臣
」
に
関
心
が
払
わ
れ
る
点
も
注

意
さ
れ
る
。
金
村
を
は
じ
め
と
す
る
大
連
は
ほ
と
ん
ど
全
員
が
省
略
さ
れ
、
『
水
鏡
』

唯
一
の
大
連
、
物
部
尾
輿
も
崇
仏
廃
仏
論
争
に
お
け
る
登
場
で
、
後
身
や
外
戚
と
は

無
関
係
な
点
も
「
大
臣
」
、
の
機
能
と
の
顕
著
な
差
異
を
証
明
す
る
。
『
扶
桑
略
記
』

の
踏
襲
で
も
あ
る
が
、
令
制
前
の
「
お
ほ
お
み
」
を
、
表
記
を
共
有
す
る
「
だ
い
じ
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史
物
語
の
「
大
臣
」

（
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（
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ん
」
と
同
一
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
「
大
臣
」
「
後
身
」

へ
の
関
心
の
深
さ
の
反
映
と
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
、
「
水
鏡
』
の
藤
原
氏
が
、
特

別
な
「
後
身
」
家
門
と
し
て
賛
美
さ
れ
、
美
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
着
目
し
て
お

　
　
（
1
6
）

き
た
い
。二

　
『
大
鏡
』

の
「
大
臣
」

　
大
臣
位
は
『
大
鏡
』
に
も
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
中
枢
を
な
す
「
大
臣
列
伝
」
の
序

は
、
大
臣
の
歴
史
的
総
括
に
始
ま
る
。

　
　
世
は
じ
ま
り
て
後
、
大
臣
皆
お
は
し
け
り
。
さ
れ
ど
、
左
大
臣
⑧
右
大
臣
⑧
内

　
　
大
臣
⑧
太
政
大
臣
と
申
す
位
、
天
下
に
な
り
あ
っ
ま
り
た
ま
へ
る
、
か
ぞ
へ
て

　
　
皆
覚
え
は
べ
り
。
世
は
じ
ま
り
て
後
今
に
い
た
る
ま
で
、
左
大
臣
一
二
十
人
、
右

　
　
大
臣
五
十
七
人
、
内
大
臣
十
二
人
な
り
。
太
政
大
臣
は
こ
の
帝
の
御
代
に
、
た

　
　
は
や
す
く
お
か
せ
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
あ
る
い
は
帝
の
御
祖
父
、
あ
る
い
は
御

　
　
舅
ぞ
な
り
た
ま
ひ
け
る
。
ま
た
、
し
か
の
ご
と
く
、
帝
王
の
御
祖
父
⑧
舅
な
ど

　
　
に
て
、
御
後
身
し
た
ま
ふ
大
臣
⑧
納
言
数
多
く
お
は
す
。
う
せ
た
ま
ひ
て
後
、

　
　
贈
太
政
大
臣
な
ど
に
な
り
た
ま
へ
る
た
ぐ
ひ
、
あ
ま
た
お
は
す
め
り
。
さ
や
う

　
　
の
た
ぐ
ひ
、
七
人
ば
か
り
や
お
は
す
ら
む
。
わ
ざ
と
の
太
政
大
臣
は
な
り
が
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
く
、
少
な
く
ぞ
お
は
す
る
。
（
六
〇
⑧
六
一
頁
）

　
大
臣
史
の
展
開
を
期
待
し
て
も
よ
い
ほ
ど
の
力
説
で
あ
る
が
、
太
政
大
臣
に
多
大

な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
第
一
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
太
政
大
臣
が
外
戚
の
た

め
の
官
職
と
見
な
さ
れ
る
点
が
特
異
で
あ
る
。
摂
政
関
白
で
は
な
く
太
政
大
臣
が
重

ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
付
随
し
て
、
太
政
大
臣
以
外
の
大
臣
も
作
晶
世
界
に
顕

在
化
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
語
り
手
の
言
説
は
、
再
び
各
大
臣
の
歴
史
的

究
明
に
向
か
っ
て
い
く
。

　
　
神
武
天
皇
よ
り
三
十
七
代
に
あ
た
り
た
ま
ふ
孝
徳
天
皇
と
申
す
帝
の
御
代
に
や
、

　
　
八
省
⑧
百
官
⑧
左
右
大
臣
⑧
内
大
臣
な
り
は
じ
め
た
ま
へ
ら
む
。
左
大
臣
に
は

　
　
阿
部
倉
橋
麿
、
右
大
臣
に
は
蘇
我
山
田
石
川
麿
、
こ
れ
は
、
元
明
天
皇
の
御
祖

　
　
父
な
り
。
（
中
略
）
内
大
臣
に
は
中
臣
鎌
子
連
な
り
。
年
号
い
ま
だ
あ
ら
ざ
れ

　
　
ば
、
月
日
申
し
に
く
し
。
ま
た
、
三
十
九
代
に
あ
た
り
た
ま
ふ
帝
、
天
智
天
皇

　
　
こ
そ
は
、
は
じ
め
て
太
政
大
臣
を
ば
な
し
た
ま
け
れ
。
そ
れ
は
、
や
が
て
わ
が

　
　
御
弟
の
皇
子
に
お
は
し
ま
す
大
友
皇
子
な
り
。
正
月
に
太
政
大
臣
に
な
り
、
同

　
　
年
十
二
月
二
十
五
日
に
位
に
っ
か
せ
た
ま
ふ
、
天
武
天
皇
と
申
し
き
。
　
（
六
一

　
　
頁
）

　
『
水
鏡
』
で
看
過
さ
れ
る
左
右
大
臣
の
始
発
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
月
日
を

記
し
置
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
か
ら
『
大
鏡
』
に
お
け
る
大
臣
位
の
重
要
度

が
察
知
で
き
る
。
大
友
皇
子
と
天
武
帝
と
を
混
同
し
な
が
ら
も
、
太
政
大
臣
位
に
対

す
る
関
心
の
高
さ
を
う
か
が
わ
せ
て
も
い
る
。
左
圃
右
・
内
大
臣
は
、
太
政
大
臣
の

由
縁
を
説
く
際
の
導
入
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
、
『
大
鏡
』

に
は
高
市
皇
子
の
任
太
政
大
臣
の
こ
と
が
続
き
、
職
員
令
に
太
政
大
臣
は
則
閾
の
官

と
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
斉
衡
四
年
（
八
五
七
）
二
月
十
九
日
の
藤
原
良

房
の
太
政
大
臣
就
任
の
こ
と
が
特
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
次
に
『
大
鏡
』
の
著
作
目

的
の
一
端
が
吐
露
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
や
が
て
こ
の
殿
（
良
房
）
よ
り
し
て
、
今
の
閑
院
大
臣
ま
で
、
太
政
大
臣
十
一

　
　
人
つ
づ
き
た
ま
へ
り
。
た
だ
し
、
こ
れ
よ
り
さ
き
の
大
友
皇
子
⑧
高
市
皇
子
く

　
　
は
へ
て
、
士
二
人
の
太
政
大
臣
な
り
。
太
政
大
臣
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
る
は
、
う

　
　
せ
た
ま
ひ
て
後
、
か
な
ら
ず
誼
号
と
申
す
も
の
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
、
大
友
皇

　
　
子
や
が
て
帝
に
な
り
た
ま
ふ
。
高
市
皇
子
の
御
譲
号
お
ぼ
つ
か
な
し
。
ま
た
、
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太
政
大
臣
と
い
へ
ど
、
出
家
し
っ
れ
ば
、
誼
号
な
し
。
さ
れ
ば
、
こ
の
十
一
人

　
　
つ
づ
か
せ
た
ま
へ
る
太
政
大
臣
、
二
所
は
出
家
し
た
ま
へ
れ
ば
、
誼
号
お
は
せ

　
　
ず
。
こ
の
十
一
人
の
太
政
大
臣
た
ち
の
御
次
第
⑧
有
様
⑧
始
終
申
し
は
べ
ら
む

　
　
と
思
ふ
な
り
。
（
六
二
⑧
六
三
頁
）

　
ま
た
し
て
も
太
政
大
臣
が
関
心
の
的
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
太
政
大
臣
の
説

明
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
太
政
大
臣
を
中
心
に
以
下
の
歴
史
叙
述
が
展
開

さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
以
上
の
序
文
の
主
旨
を
信
ず
れ
ば
、
「
大
臣
列
伝
」

は
「
太
政
大
臣
列
伝
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
「
大
臣
列
伝
」
は

十
一
人
の
太
政
大
臣
を
尊
重
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
る
。

　
「
大
臣
列
伝
」
で
独
立
し
た
「
伝
」
を
特
設
さ
れ
て
い
る
二
十
人
の
公
卿
は
、
厳

正
な
基
準
に
よ
っ
て
選
抜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
中
心
人
物
道
長
を
起
点
に
直

系
の
父
祖
を
六
世
遡
っ
て
「
正
系
」
七
人
を
特
立
さ
せ
、
そ
れ
に
「
正
系
」
の
兄
弟

で
大
臣
に
な
っ
た
者
十
二
人
を
加
え
た
十
九
人
が
選
び
出
さ
れ
、
「
伝
」
が
与
え
ら

れ
る
。
こ
れ
が
基
本
方
針
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
方
針
に
反
す
る
頼
忠
も
「
伝
」

を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
十
一
人
の
太
政
大
臣
を
語
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
方
針
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

序
に
言
明
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
し
か
説
明
で
き
な
い
。
「
頼
忠
伝
」
に
は
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

伝
に
比
べ
て
独
立
性
の
弱
い
、
特
殊
な
形
態
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
各
兄
弟
を
年
齢
順

に
並
べ
な
が
ら
「
正
系
」
を
必
ず
最
後
に
移
動
さ
せ
て
、
「
正
系
」
の
子
息
の
「
伝
」

に
繋
げ
る
と
い
う
整
然
と
し
た
配
列
方
法
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
「
頼
忠
伝
」

だ
け
が
適
合
し
な
い
事
実
も
無
視
で
き
な
い
（
図
－
参
照
）
。

　
「
太
政
大
臣
」
は
た
し
か
に
特
別
視
さ
れ
て
い
る
。
『
大
鏡
』
に
は
外
戚
と
し
て

の
太
政
大
臣
が
極
度
に
重
視
さ
れ
、
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
左
⑧
右
⑧
内
大
臣

も
連
動
し
て
尊
重
さ
れ
る
と
も
想
像
で
き
る
。
諸
大
臣
の
中
で
太
政
大
臣
だ
け
を
歴

史
的
考
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）

　
と
こ
ろ
で
、
太
政
大
臣
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
摂
政
関
白
の
地
位
が
重
要

度
を
失
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
『
大
鏡
』
に
、
摂
政
関
白
を
権
力
争
奪
の
最
終

目
的
と
す
る
構
想
と
外
戚
と
し
て
の
太
政
大
臣
を
志
向
す
る
構
想
と
が
併
存
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
た
と
え
ば
、
『
大
鏡
』
で
は
周
到
な
配
慮
の
も
と
に
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

の
表
記
が
な
さ
れ
、
日
付
を
伴
う
の
は
重
大
事
件
に
限
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
は

摂
関
職
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
天
皇
の
誕
生
⑧
元
服
⑧
立

坊
⑧
即
位
、
母
后
の
入
内
⑧
立
后
な
ど
の
皇
室
関
係
の
重
大
事
に
多
く
の
日
付
表
現

が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
上
級
官
人
の
経
歴
が
日
付
に
よ
っ
て
歴
史
に

刻
記
さ
れ
る
例
が
あ
る
。
太
政
大
臣
就
任
に
関
し
て
言
え
ば
、
大
友
皇
子
（
「
大
臣

列
伝
序
」
）
⑧
良
房
（
同
⑧
「
良
房
伝
」
）
に
っ
い
て
年
月
日
ま
た
は
年
月
が
記
さ
れ

る
だ
け
で
、
十
三
人
中
二
人
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
摂
政
⑧
関
白
の
場
合

は
、
良
房
㊧
基
経
⑧
忠
平
⑧
兼
通
⑧
道
兼
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
伝
」
に
お
い
て

日
付
表
記
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
良
房
と
忠
平
は
摂
政
と
関
白
就
任
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
）

が
す
べ
て
明
記
さ
れ
、
兼
通
⑧
伊
周
⑧
道
長
の
内
覧
宣
下
の
時
間
も
記
録
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
没
後
に
天
皇
の
外
祖
父
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
贈
太
政
大
臣
の
月
日
が

二
例
記
さ
れ
る
が
（
房
前
「
藤
氏
物
語
」
⑧
冬
嗣
「
冬
嗣
伝
」
）
、
長
良
の
贈
左
大
臣

（
「
長
良
伝
」
）
や
顕
光
の
生
前
の
任
右
大
臣
な
ど
の
時
間
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
特
記
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
「
大
臣
列
伝
」
を
構
想
す
る
に
際
し
て
、
「
正
系
」
の
兄
弟
の
大
臣
だ

け
に
「
伝
」
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
摂
政
関
白
が
大
臣
を
本
官
と
す
る
者
に
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

れ
た
事
実
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
摂
関
を
重
視
す
る
か
ら
こ
そ
「
大
臣
」
は
大

納
言
以
下
と
峻
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
戚
と
摂
関
職
を
関
係
付
け
る
立
場

は
『
大
鏡
』
の
各
所
に
普
通
に
見
い
だ
せ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
大
鏡
』
に
は
や
は
り
構
想
の
二
重
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
『
大
鏡
』
の
歴
史
世
界
の
基
盤
に
は
、
外
戚
政
治
史
観
が
あ
り
、
そ
の

外
戚
権
力
を
体
現
す
る
地
位
と
し
て
太
政
大
臣
と
摂
関
と
が
並
立
し
て
い
る
の
で
あ

（
刎
）

る
。
こ
の
両
構
想
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
「
大
臣
」
の
座
が
あ
る
と
も
言
え
る
。
太

政
大
臣
に
準
ず
る
地
位
と
し
て
、
同
時
に
摂
関
職
の
本
官
と
し
て
「
大
臣
」
は
『
大

鏡
』
の
宮
廷
貴
族
世
界
の
要
諦
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
「
大
臣
列
伝
」
や
「
藤
氏
物
語
」
に
お
い
て
は
、
高
位
高
官
を
維
持
で
き
た
年
数

に
よ
っ
て
、
主
要
な
公
卿
の
栄
華
が
比
較
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
「
公
卿
に
て
十
六

年
、
大
臣
の
位
に
て
六
年
」
（
「
冬
嗣
伝
」
六
四
頁
）
、
「
摂
政
⑧
関
白
な
ど
し
た
ま
ひ

て
十
五
年
（
中
略
）
公
卿
に
て
三
十
年
、
大
臣
の
位
に
て
二
十
五
年
」
（
「
良
房
伝
」

六
五
頁
）
な
ど
の
記
述
が
頻
出
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
の
栄
華
の
尺
度
と
し
て
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

も
多
出
す
る
の
が
大
臣
在
位
の
年
数
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
藤
氏
の
御
こ
と
を
の

み
申
し
は
べ
る
に
、
源
氏
の
御
こ
と
も
め
づ
ら
し
う
申
し
は
べ
ら
む
」
（
「
雑
々
物
語
」

三
九
一
頁
）
と
し
て
源
氏
の
貴
顕
に
費
や
さ
れ
る
低
邑
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
雅
信
⑧

重
信
の
両
左
大
臣
に
占
め
ら
れ
る
点
も
大
臣
重
視
の
姿
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
大
臣
の
任
免
の
克
明
な
記
録
は
『
大
鏡
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
系
図
的

構
成
を
と
る
「
大
臣
列
伝
」
に
お
い
て
は
各
大
臣
の
血
脈
や
系
譜
を
明
確
に
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
（
図
2
参
照
）
。
『
大
鏡
』
に
文
章
化
さ
れ
た
系
図
を
視
覚
化
す
る

と
き
、
冬
嗣
流
藤
原
氏
の
大
臣
輩
出
の
壮
観
が
実
感
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

『
大
鏡
』
が
対
象
と
し
た
期
間
の
外
戚
の
権
限
も
摂
関
職
も
太
政
大
臣
位
も
す
べ
て

が
こ
の
家
門
の
大
臣
系
図
の
中
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
　
『
栄
花
物
語
』

正
編
の
「
夫
臣
」

『
大
鏡
』
と
対
象
年
代
を
ほ
ぼ
共
通
さ
せ
る
『
栄
花
物
語
』
正
編
に
お
い
て
も
大

冬嗣十
〔
注
〕

薗薗

　
□
H
］
は
太
政
大
臣
を
、
太
字
は
「
正
系
」
を
表
し
、
○
内
数
字
に
よ
つ
て

兄
弟
の
順
序
を
示
す
。

藤
原
氏
北
家
冬
嗣
流

（冬　嗣）

良長良良

良
）
1
（
基

房
）
－
基

経経

時
　
平
　
顕

仲
　
平

忠

門
）
1
高
藤
－
定
方

世
－
垣
佐

実師師

藤
原
在
衡

菅
原
道
真

忠一
十
（
一

輔
丑
ノ

公為兼兼伊実頼斉　　÷
1季光家通ヂ資忠墾1　藪霞
　　rH　　　　　　　実　醐
　道道道顕　実　　蟄帝
羊兼竿光　資　“源“

　教頼伊　　　　　　　重雅兼高
　通通周　　　　　　　　信信明明
図2　大臣系図（貞観18年～万寿4年） 図1　r大鏡』「大臣列伝」構成図

〔
注
〕
　
一
　
　
一
は
「
大
臣
列

　
伝
」
の
構
成
範
囲
を
表
す
。
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臣
の
存
在
は
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
『
大
鏡
』
の
系
図
的
構
成
に
対
し
て
、
編
年
史

的
性
格
を
も
つ
『
栄
花
物
語
』
に
は
、
大
臣
の
任
免
の
経
緯
が
か
な
り
詳
し
く
記
載

さ
れ
て
い
る
（
後
掲
「
大
臣
補
任
年
表
－
参
照
）
。
「
同
じ
年
（
康
保
四
年
）
の
十
二

月
士
二
日
、
小
野
宮
の
お
と
ゾ
（
実
頼
）
太
政
大
臣
に
な
り
給
ぬ
。
源
氏
の
右
の
お

と
ゴ
（
高
明
）
左
に
な
り
給
ぬ
。
右
大
臣
に
は
小
一
条
の
お
と
ゾ
（
師
ヂ
）
な
り
給

　
（
2
6
）

ひ
ぬ
。
」
（
巻
一
「
月
の
宴
」
上
五
四
頁
）
の
よ
う
に
年
月
日
表
記
を
も
っ
て
明
確
に

記
録
さ
れ
る
場
合
が
か
な
り
あ
る
（
◎
）
。
「
右
大
臣
に
は
、
故
時
平
の
大
臣
の
御
子

顕
忠
の
大
臣
な
り
給
ぬ
」
（
同
、
上
四
〇
頁
）
の
よ
う
に
補
任
が
明
記
さ
れ
な
が
ら

日
付
を
明
ら
か
に
し
な
い
場
合
も
あ
る
（
○
）
。
「
左
大
臣
殿
」
「
右
大
臣
」
の
よ
う

な
呼
称
に
よ
っ
て
そ
の
人
物
が
そ
の
当
時
大
臣
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
場
合

や
、
死
没
時
の
官
職
名
か
ら
そ
れ
以
前
の
任
官
が
想
定
で
き
る
場
合
な
ど
も
少
な
く

な
い
（
△
）
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
『
栄
花
物
語
』
に
対
象
と
さ
れ
る
期
間
の
ほ

と
ん
ど
の
大
臣
の
任
免
が
再
現
で
き
る
。
し
か
も
村
上
朝
の
関
白
忠
平
死
去
以
降
は
、

大
臣
や
摂
関
の
任
官
⑧
辞
任
④
死
去
な
ど
の
年
月
日
が
、
該
当
箇
所
に
克
明
に
記
録

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
掲
の
「
大
臣
補
任
年
表
1
⑧
2
」
の
よ
う
な
図
表
が
ほ

と
ん
ど
完
成
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
『
大
鏡
』
と
は
大
き
な
隔
差
が
あ
る
。
ま
た
、

忠
平
以
降
の
全
大
臣
名
が
『
栄
花
物
語
』
（
正
編
）
本
文
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
点

も
軽
視
で
き
な
い
。
大
納
言
以
下
と
は
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

特
に
、
冷
泉
朝
か
ら
円
融
朝
前
半
に
か
け
て
と
一
条
朝
初
期
に
お
い
て
大
臣
の
任

免
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
に
は
そ
れ
ら
が
丹
念
に
記
録

さ
れ
て
い
る
。
摂
関
職
や
外
戚
の
権
勢
に
は
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
ら
な
い
藤
原
在
衡
の

大
臣
経
験
ま
で
も
が
記
さ
れ
る
。

　
　
小
一
条
の
大
臣
（
師
ヂ
）
の
か
は
り
の
大
臣
に
は
、
在
衡
の
大
臣
な
り
給
へ
る

歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）

　
　
を
、
は
か
な
く
悩
み
給
ひ
て
、
正
月
廿
七
日
う
せ
給
ぬ
。
御
年
七
十
八
。
年
の

　
　
は
じ
め
に
い
と
怪
し
き
事
な
り
。
右
大
臣
に
て
伊
ヂ
の
大
臣
お
は
す
。
（
巻
一

　
　
「
月
の
宴
」
六
〇
頁
）

　
『
公
卿
補
任
』
な
ど
に
よ
る
と
、
左
衡
が
死
去
し
た
の
は
十
月
十
日
で
、
正
月
廿

七
日
は
任
左
大
臣
の
月
日
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
錯
誤
は
あ
る
が
、
同
日
に
右
大
臣

に
昇
進
し
た
伊
ヂ
よ
り
も
在
衡
の
経
歴
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
こ
れ
は
、
「
い
と
怪
し
き
事
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
直
後
に
続
く
摂
政
実
頼

と
そ
の
弟
の
大
納
言
師
氏
の
相
次
ぐ
死
去
の
前
兆
の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
が
、
在
衡
自

身
に
も
多
少
の
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
在
衡
は
藤
原
氏

北
家
で
は
あ
る
が
、
魚
名
流
に
属
し
、
五
十
歳
で
や
っ
と
参
議
に
列
し
、
五
十
六
歳

で
中
納
言
、
六
十
九
歳
で
大
納
言
に
ま
で
昇
っ
て
い
た
晩
成
型
の
人
物
で
あ
る
。
文

章
道
の
出
身
で
も
あ
り
、
権
勢
の
中
枢
に
か
か
わ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
系
譜
や
経
歴
に
関
し
て
『
栄
花
物
語
』
は
何
も
語
ら
な
い
。
大
臣
位
に

あ
っ
た
こ
と
に
唯
一
の
意
味
が
認
め
ら
れ
て
の
記
載
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

ほ
か
に
も
、
太
政
大
臣
為
光
、
左
大
臣
源
兼
明
、
同
雅
信
、
同
重
信
な
ど
の
大
臣
補

任
記
録
が
淡
々
と
た
ど
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
兼
明
の
親
王
復
位
の
顛
末
も
、
雅

信
が
道
長
の
義
父
に
な
る
運
命
も
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
る
。
彼
ら
の
宮
廷
社
会
で
の

動
向
よ
り
も
大
臣
を
歴
任
し
た
こ
と
こ
そ
が
注
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
一
方
、
忠
平
以
前
の
大
臣
補
任
に
関
し
て
は
、
基
経
以
降
に
限
っ
て
も
源
融
⑧
多
⑨

光
、
藤
原
良
世
⑧
能
有
⑧
高
藤
⑧
定
方
⑧
恒
佐
の
大
臣
経
験
が
ま
っ
た
く
読
み
と
れ

な
い
。
右
大
臣
菅
原
道
真
が
「
菅
原
の
大
臣
」
と
し
て
見
え
る
が
（
上
五
八
頁
）
、

源
高
明
左
遷
事
件
の
前
例
と
し
て
の
紹
介
に
過
ぎ
な
い
。
結
局
、
基
経
時
代
か
ら
忠

平
没
ま
で
の
間
に
任
官
し
た
大
臣
十
二
人
の
う
ち
、
『
栄
花
物
語
』
に
名
が
見
え
る
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歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）

大
臣
は
忠
平
の
兄
弟
二
人
（
時
平
魑
仲
平
）
と
、
忠
平
の
二
子
（
実
頼
⑧
師
輔
）
の

み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
彼
ら
は
系
図
的
に
提
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
そ
の
基
経
の
大
臣
、
男
君
四
人
お
は
し
け
り
。
太
郎
は
時
平
と
聞
え
け
り
。
左

　
　
大
臣
ま
で
な
り
給
て
、
柑
九
に
て
ぞ
う
せ
給
に
け
る
。
二
郎
は
仲
平
と
聞
え
け

　
　
る
。
左
大
臣
ま
で
な
り
給
て
、
七
十
一
に
て
う
せ
給
に
け
り
。
（
中
略
）
四
郎

　
　
忠
平
の
大
臣
ぞ
、
太
政
大
臣
ま
で
な
り
給
て
、
多
く
の
年
頃
過
さ
せ
給
け
る
。

　
　
（
上
二
八
⑧
二
九
頁
）

　
こ
こ
か
ら
、
時
平
の
没
後
二
十
七
年
後
に
忠
平
が
太
政
大
臣
に
な
り
、
そ
の
翌
年

仲
平
が
左
大
臣
に
任
命
さ
れ
た
事
情
は
予
想
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
軸
を
も
た

な
い
「
系
図
」
を
基
底
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
『
大
鏡
」
に
も
見
ら

れ
る
欠
点
で
あ
る
。

　
『
栄
花
物
語
』
の
前
半
に
は
歴
史
的
記
録
的
部
分
が
多
く
、
そ
の
中
に
編
年
的
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
〕

誌
の
部
分
と
系
図
の
文
章
的
表
現
と
が
混
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
忠
平

没
の
時
点
に
よ
っ
て
『
栄
花
物
語
」
（
正
編
）
の
大
臣
記
録
は
、
系
図
的
構
成
と
編

年
史
的
構
成
と
に
分
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
栄
花
物
語
』
正
編
の
冒
頭

付
近
は
、
大
臣
に
関
し
て
は
系
図
的
構
成
の
み
に
依
拠
し
、
そ
の
後
の
大
部
分
は
大

臣
補
任
が
編
年
史
の
中
で
網
羅
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
編
年
史
の
部

分
は
『
大
鏡
』
の
系
図
構
成
と
相
互
補
完
の
関
係
を
保
っ
部
分
で
あ
る
。
『
栄
花
物

語
』
に
よ
っ
て
大
臣
の
補
任
の
経
緯
が
明
ら
か
に
な
り
、
『
大
鏡
』
を
読
む
と
大
臣

の
系
譜
が
湧
出
す
る
と
も
理
解
で
き
る
。
両
書
は
、
共
通
の
系
譜
（
系
図
）
に
依
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
〕

し
、
共
通
の
歴
史
観
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

（　　圧

1

松
村
博
司
著
『
栄
花
物
語
の
研
究
」
（
刀
江
書
院
、

昭
和
三
一
年
刊
。
風
問
書
房
、

　
平
成
四
年
復
刻
版
刊
）
五
一
五
頁
、
同
著
『
歴
史
物
語
　
改
訂
版
』
（
塙
書
房
、
昭
和
五

　
四
年
刊
）
一
四
頁
な
ど
参
照
。

（
2
）
　
岡
一
男
「
歴
史
物
語
（
第
二
稿
）
」
（
『
日
本
文
学
講
座
」
4
「
中
古
■
」
昭
和
四
三

　
年
、
三
省
堂
刊
。
同
著
「
古
典
追
蓬
　
　
文
芸
学
試
論
　
　
』
　
〈
笠
問
書
院
、
昭
和
四
六

　
年
刊
V
に
再
録
）
。

（
3
）
　
拙
稿
「
歴
史
物
語
の
範
囲
と
系
列
（
上
）
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
七
巻

　
一
号
、
人
文
一
社
会
科
学
編
、
平
成
五
年
二
一
月
）
参
照
。

（
4
）
　
拙
稿
「
水
鏡
の
思
想
」
（
増
淵
勝
一
他
編
『
水
鏡
」
歴
史
物
語
講
座
第
五
巻
、
風
間

　
書
房
、
平
成
九
年
刊
行
予
定
）
参
照
。

（
5
）
　
　
『
水
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
金
子
大
麓
他
編
『
校
注
水
鏡
』
（
新
典
社
校
注
叢
書
7
、

　
新
典
社
、
平
成
三
年
刊
）
に
よ
り
、
（
）
内
に
適
宜
語
句
を
補
っ
た
。

（
6
）
　
　
『
水
鏡
」
で
は
、
「
大
臣
」
を
オ
ホ
オ
ミ
一
オ
ト
ド
・
オ
ホ
イ
マ
ウ
チ
ギ
ミ
・
ダ
イ

　
ジ
ン
な
ど
の
う
ち
の
い
ず
れ
で
発
声
す
べ
き
か
は
示
さ
れ
な
い
。
意
味
上
の
区
別
が
な
さ

　
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
が
、
「
水
鏡
』
成
立
時
点
の
各
大
臣
に
近
い
も
の
と
捉
え
ら

　
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
表
記
に
従
っ
て
「
大
臣
」
す
べ
て
を
試
み
に
一
括
す

　
る
。

（
7
）
　
　
『
扶
桑
略
記
』
抄
本
成
務
天
皇
三
年
条
に
は
「
棟
梁
臣
武
内
宿
祢
一
。
始
為
二
大
臣
一
。
」

　
と
あ
り
、
割
注
に
「
凡
大
臣
之
号
此
時
始
之
。
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
（
「
扶
桑
略
記
」
新

　
訂
増
補
国
史
大
系
第
二
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
四
頁
）
。
「
水
鏡
』
の
記
述
は
全
面
的
に

　
こ
れ
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
に
『
公
卿
補
任
』
に
も
武
内
為
大
臣
が
「
大
臣
之
号
於

　
比
而
起
。
」
と
位
置
付
け
ら
る
（
『
公
卿
補
任
　
第
一
篇
』
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
吉
川
弘

　
文
館
、
二
頁
）
。

（
8
）
　
平
田
俊
春
「
水
鏡
の
史
的
批
判
」
（
『
史
学
雑
誌
」
四
六
編
一
一
号
、
昭
和
一
〇
年
一

　
一
月
。
『
平
安
時
代
の
研
究
』
　
〈
山
一
書
房
、
昭
和
一
八
年
刊
V
④
『
日
本
古
典
の
成
立
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の
研
究
」
　
〈
日
本
書
院
、
昭
和
三
四
年
刊
V
㊥
『
歴
史
物
語
■
』
　
〈
日
本
文
学
研
究
資
料

　
叢
書
、
有
精
堂
、
昭
和
四
八
年
刊
V
一
『
私
撰
国
史
の
批
判
的
研
究
』
　
〈
国
書
刊
行
会
、

　
昭
五
七
年
刊
v
に
再
録
）
、
前
昌
出
稿
（
4
）
な
ど
参
照
。

（
9
）
　
略
し
た
部
分
は
「
太
政
大
臣
に
上
げ
奉
り
給
ふ
よ
し
仰
せ
給
ふ
と
、
そ
の
時
申
し
あ

　
ひ
た
り
し
か
ど
も
、
こ
の
事
は
た
し
か
に
も
聞
き
侍
ら
ざ
り
き
。
内
大
臣
に
な
り
給
ふ
を
、

　
太
政
大
臣
と
は
ひ
が
ご
と
ぞ
と
も
申
し
合
ひ
た
り
し
な
り
」
で
あ
り
、
真
偽
は
と
も
か
く

　
こ
こ
に
も
「
大
臣
」
へ
の
関
心
の
強
さ
が
う
か
が
え
る
。

（
1
0
）
　
拙
稿
「
『
水
鏡
』
構
想
論
序
説
　
　
政
治
史
的
側
面
と
『
大
鏡
』
の
継
承
　
　
」
（
秋

　
田
短
期
大
学
「
論
叢
』
三
八
号
、
昭
和
六
一
年
一
一
月
）
。
な
お
、
以
下
の
後
身
に
関
す

　
る
考
察
に
は
こ
の
旧
稿
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
。

（
u
）
　
拙
稿
「
『
大
鏡
」
に
お
け
る
藤
原
道
長
の
理
想
性
・
序
説
　
　
栄
華
の
相
対
的
評
価

　
を
め
く
っ
て
　
　
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
三
巻
二
号
、
人
文
㊥
社
会
科
学
編
、

　
平
成
元
年
二
一
月
）
、
篠
原
昭
二
「
『
栄
花
物
語
」
『
大
鏡
』
の
歴
史
観
　
　
皇
位
と
権
勢

　
　
　
」
（
『
人
文
科
学
科
紀
要
』
　
〈
東
京
大
学
教
養
学
部
〉
九
一
輯
、
平
成
二
年
三
月
。
同

　
著
『
源
氏
物
語
の
論
理
』
〈
平
成
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
〉
に
再
録
）
な
ど
参
照
。

（
！
2
）
　
倉
本
一
宏
「
「
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
「
後
身
」
に
つ
い
て
」
（
山
中
裕
編
『
栄
花
物

　
語
肝
究
　
第
二
集
』
高
科
書
店
、
昭
和
六
三
年
刊
）
な
ど
参
照
。

（
1
3
）
　
前
掲
拙
稿
（
1
0
）
。

（
1
4
）
　
前
昌
出
稿
（
1
0
）
。

（
1
5
）
　
吉
村
武
彦
「
古
代
の
王
位
継
承
と
群
臣
」
（
『
臼
本
歴
史
』
四
九
六
号
、
平
成
元
年
九

　
月
）
な
ど
参
照
。

（
1
6
）
　
前
昌
出
稿
（
1
0
）
。

（
1
7
）
　
『
大
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
橘
健
二
也
校
注
④
訳
『
大
鏡
』
（
新
編
日
本
古
典
文
学

　
全
塞
茜
、
小
学
館
、
平
成
八
年
刊
）
に
よ
る
。

歴
史
物
語
の
「
大
臣
」

（
上
）
（
福
田
）

（
1
8
）
　
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
忠
平
の
栄
華
」
（
『
日
本
文
芸
論
稿
」
　
一
二
⑧
二
二

　
号
、
昭
和
五
八
年
七
月
）
②
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
の
考
察
　
　
冬
嗣
流
藤
原
氏
「
正

　
系
」
決
定
過
程
を
め
ぐ
っ
て
　
　
」
（
秋
田
短
期
大
学
『
論
叢
』
三
五
号
、
昭
和
六
〇
年

　
三
月
）
な
ど
参
照
。

（
1
9
）
　
拙
稿
「
『
大
鏡
」
構
想
の
二
重
性
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
文
芸
研
究
」
　
一
一
六
集
、
昭
和

　
六
二
年
九
月
）
。

（
2
0
）
　
　
（
1
9
）
に
同
じ
。

（
2
1
）
　
拙
稿
「
『
大
鏡
」
の
編
年
史
的
側
面
　
　
　
『
栄
花
物
語
』
の
克
服
と
追
認
　
　
」

　
（
「
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
二
巻
二
号
、
人
文
。
社
会
科
学
編
、
昭
和
六
三
年
一
二

　
月
）
参
照
。

（
2
2
）
　
　
『
大
鏡
』
で
は
、
道
長
の
内
覧
は
「
五
月
十
一
日
に
、
関
白
の
宣
旨
う
け
た
ま
は
り

　
た
ま
う
て
」
（
「
道
長
伝
」
二
九
五
⑧
二
九
六
頁
）
と
「
関
白
」
と
見
な
さ
れ
る
。

（
2
3
）
　
藤
木
邦
彦
「
摂
関
政
治
」
（
『
政
治
史
1
』
体
系
日
本
史
叢
書
1
、
山
川
出
版
社
、
昭

　
和
四
〇
年
刊
。
同
著
『
平
安
王
朝
の
政
治
と
制
度
」
　
〈
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
年
刊
v
に

　
再
録
）
、
土
田
直
鎮
「
摂
関
政
治
の
成
立
過
程
」
（
『
日
本
歴
史
大
系
－
原
始
歯
古
代
」
山

　
川
出
版
社
、
昭
和
五
九
年
刊
）
な
ど
参
照
。

（
2
4
）
　
前
昌
出
稿
（
1
9
）
参
照
。

（
2
5
）
　
前
易
出
稿
（
1
1
）
参
照
。

（
2
6
）
　
　
『
栄
花
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
松
村
博
司
他
校
注
『
栄
花
物
語
』
（
日
本
古
典
文

　
学
大
系
7
5
⑤
7
6
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
九
⑧
四
〇
年
刊
）
に
よ
る
。

（
2
7
）
　
時
枝
誠
記
「
栄
花
物
語
を
読
む
　
　
そ
の
文
面
か
ら
系
図
を
読
み
と
る
た
め
の
国
語

　
学
的
方
法
　
　
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
四
一
巻
一
〇
号
、
昭
和
三
九
年
一
〇
月
、
河
北
騰

　
編
『
大
鏡
画
栄
花
物
語
』
　
〈
日
本
文
学
研
究
大
成
、
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
三
年
刊
〉
に

　
再
録
）
。
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同 藤原頼忠　任右大臣 ○1

天藤3年（972） 10．23 摂政太政大臣藤原伊ヂ　辞任（11．1死去） ◎111月1日在職のまま死去
11．27 藤原兼通　任関白・内大臣

天延2年（974） 2．28 関白内大臣藤原兼通　任太政大臣

貞元2年（977） 4．24 左大臣源兼明　復親王

同 右大臣藤原頼忠　転左大臣

同 源雅信　任右大臣

10．11 関白太政大臣藤原兼通　関白辞任

同 左大臣藤原頼忠　任関白

11．8 太政大臣藤原兼通　死去
天元元年（978） 10．　2 関白左大臣藤原頼忠　任太政大臣

同 右大臣藤原雅信　転左大臣

同 藤原兼家　任右大臣

寛和2年（986） 6．23 関白太政大臣藤原頼忠　関白辞任

6．24 右大臣藤原兼家　任摂政

7．20 摂政右大臣藤原兼家　右大臣辞任

同 藤原為光　任右大臣
l16蜘

永延3年（989） 2．23 藤原道隆　任内大臣

6．26 太政大臣藤原頼忠　死去

永詐元年（”） 12．20 摂政藤原兼家　任太政大臣

永詐2年（990） 5．　5 摂政太政大臣藤原兼家　転関白

l1徽る
5．8 関白太政大臣藤原兼家　出家（7．2死去）

5．8 内大臣藤原道隆　任関白
21死没記事も後掲

5．26 関白内大臣藤原道隆　転摂政

元暦2年（991） 7．　7 摂政内大臣藤原道隆　内大臣辞任

9．7 右大臣藤原為光　任太政大臣

同 源重信　任右大臣

同 藤原道兼　任内大臣

正暦3年（992） 6．16 太政大臣藤原為光　死去

正暦4年（993） 4．22 摂政藤原道隆　転関白

7．29 左大臣源雅信　死去（7．28出家）

正暦5年（994） 8．28 右大臣源重信　転左大臣

同 内大臣藤原道兼　転右大臣

同 藤原伊周　任内大臣 ○1

長徳元年（995） 3．　9 内大臣藤原伊周　内覧宣下 ◎13月8日
4．3 関白藤原道隆　辞任（4．6出家、4．10死去） ◎1出家・死没記録のみ
4．27 右大臣藤原道兼　任関白

5．8 左大臣源重信　死去

5．8 関白右大臣藤原道兼　死去

5．11 大納言藤原道長　内覧宣下

6．19 藤原道長　任右大臣

長徳2年（996） 4．24 内大臣藤原伊周　左遷

7．20 右大臣藤原道長　転左大臣

同 藤原顕光　任右大臣

長徳3年（997） 7．　5 藤原公季　任内大臣
長和5年（1016） 1．29 左大臣藤原道長　任摂政

12．7 摂政左大臣藤原道長　左大臣辞任
長和6年（1017） 3．4 右大臣藤原顕光　転左大臣

同 内大臣藤原公季　転右大臣

同 藤原頼通　任内大臣

1∴月4日

3．16 摂政藤原道長　辞任 ◎13月17日
同 内大臣藤原頼通　任摂政 ◎13月17日

寛仁元年（”） 12．4 藤原道長　任太政大臣
寛仁2年（1018） 2．9 太政大臣藤原道長　辞任
寛仁3年（1019） 12．22 摂政内大臣藤原頼通　転関白
治安元年（1021） 5．25 左大臣藤原顕光　死去（5．24出家）

♂
1

7．25 右大臣藤原公季　任太政大臣 ◎1r7月」のみ
同 関白内大臣藤原頼通　転左大臣 ◎1　　〃
同 藤原実資　任右大臣 ◎1　　・
同 藤原教通　任内大臣 ◎1　　　〃

〔注〕◎…年月日明記。○…年月日なし。△…呼称なとから在任が類推できるもの。
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大臣補任年表（貞観18年～万寿4年）1

歴
史
物
語
の

「
大
臣

L
上

福
田

年　号　（西暦） 月　日 大臣補任記録 『栄花物語』の状況

貞観18年（876） 摂政・右大臣　藤原基経

左大臣　源融

元慶4年（880） 11．8 摂政右大臣藤原基経　任関白

12．4 関白右大臣藤原基経　任太政大臣 △1

6年（882） 1．10 源多　任右大臣

仁和4年（888） 10．17 右大臣源多　死去

寛平2年（890） 12．14 関白太政大臣藤原基経　関白辞任

寛平3年（891） 1，13 太政大臣藤原基経　死去

3．19 藤原良世　任右大臣

寛平7年（895） 8．25 左大臣源融　死去

寛平8年（896） 7．16 右大臣藤原良世　任左大臣

同 藤原能有　任右大臣

12．25 左大臣藤原良世　致仕

寛平9年（897） 6．9 右大臣藤原能有　死去

昌泰2年（899） 2．14 藤原時平　任左大臣 △1

同 菅原道真　任右大臣

昌泰3年（900） 1．28 藤原高藤　任内大臣

3．12 内大臣藤原高藤　死去

昌泰4年（901） 1．25 右大臣菅原道真　左遷

同 源光　任右大臣

延喜9年（909） 4．4 左大臣藤原時平　死去 ○1

延喜13年（913） 3．12 右大臣源光　死去
延喜14年（914） 8．25 藤原忠平　任右大臣

延長2年（924） 1．22 右大臣藤原忠平　転左大臣

同 藤原定方　任右大臣

延長8年（930） 9．22 左大臣藤原忠平　任摂政

承平2年（932） 8．4 右大臣藤原定方　死去

承平3年（933） 2．13 藤原仲平　任右大臣

承平6年（936） 8．19 摂政左大臣藤原忠平　任太政大臣

承平7年（937） 1．22 右大臣藤原伸平　転左大臣

会
1

同 藤原恒佐　任右大臣

承平8年（938） 5．　5 右大臣藤原恒佐　死去

天慶4年（941） 11．8 摂政太政大臣藤原忠平　転関白

天慶7年（944） 4．9 藤原実頼　任右大臣

天慶8年（945） 9．2 左大臣藤原仲平　辞任（9．5死去）

天暦元年（947） 4．26 右大臣藤原実頼　転左大臣

同 藤原師輔　任右大臣

天暦3年（949） 8．14 関白太政大臣藤原忠平　死去

天徳4年（960） 5．4 右大臣藤原師輔　死去（5．2出家）

8．22 藤原顕忠　任右大臣

康保2年（965） 4．24 右大臣藤原顕忠　死去

康保3年（966） 1．17 源高明　任右大臣 △1

康保4年（967） 6．22 左大臣藤原実頼　任関白

12．13 関白左大臣藤原実頼　任太政大臣

同 右大臣源高明　転左大臣

同 藤原師ヂ　任右大臣

安和2年（969） 3．26 左大臣源高明　左遷

同 右大臣藤原師ヂ　転左大臣

同 藤原在衡　任右大臣

8．13 関白太政大臣藤原実頼　任摂政 ◎1

10．14 左大臣藤原師ヂ　死去

安和3年（970） 1．27 右大臣藤原在衡　転左大臣

同 藤原伊ヂ　任右大臣

天藤元年（”） 5．18 摂政太政大臣藤原実頼　死去

5．20 右大臣藤原伊ヂ　任摂政

l1蜘

10．10 左大臣藤原在衡　致仕・死去 ◎11月27日
天薩2年（971） 11．2 摂政右大臣藤原伊ヂ　任太政大臣

同 源兼明　任左大臣 ○1


